
認証取得者情報 JIS製品認証事業

JIS K 6353

製品に直接表示できない場合、
一包装毎に印刷する

登録項目

認証番号 JW0411001
認証日

認証取得者名 株式会社城北化工

所在地

JIS番号 規格名称 種類又は等級

平成23年12月13日

更新日 令和6年10月23日

製造工場 株式会社城北化工

所在地
〒480-0202

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字流川72

〒480-0202

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字流川72

JIS K 6353 水配管接合部用ゴム Ａ種 Ⅰ類Ａ，Ａ種 Ⅲ類

JISマーク対象規格

表示事項・表示方法

JWJW

一製品又は一包装毎に表面に
印刷・押印又は浮き出しする

製品 包装基本事項

4～6mm 4～6mm

JISマーク（大きさ）

ⅠA50，ⅠA55，ⅠA70，Ⅲ60 ⅠA50，ⅠA55，ⅠA70，Ⅲ60

日本産業規格番号

認証番号

認証機関名又はその略称 一製品又は一包装毎に表面に
印刷・押印又は浮き出しする

製品に直接表示できない場合、
一包装毎に印刷する

－

JW0411001 JW0411001

認証取得者名又はその略号

－－

製品に直接表示できない場合、
一包装毎に印刷する

一製品又は一包装毎に表面に
印刷・押印又は浮き出しする

製品に直接表示できない場合、
一包装毎に印刷する

一製品又は一包装毎に表面に
印刷・押印又は浮き出しする

例：11（2011年） 例：11（2011年）

－

－

備　　考

－

－

付記事項

日本産業規格による種類又は等級

製品に直接表示できない場合、
一包装毎に印刷する

一製品又は一包装毎に表面に
印刷・押印又は浮き出しする

製造年又はその略号

製造工場名又はその略号

産業標準化法第30条第1項

品質管理体制の審査の基準 品質管理体制の審査の基準　(A)

－

JHK

一製品又は一包装毎に表面に
印刷・押印又は浮き出しする

JHK

製品に直接表示できない場合、
一包装毎に印刷する

一製品又は一包装毎に表面に
印刷・押印又は浮き出しする

製品に直接表示できない場合、
一包装毎に印刷する

その他日本産業規格で定めて
いる表示事項

認証取得者公式Webサイト

認　　証 一般認証

認証に係る産業標準化法の根拠条項


